
令 和 ７ 年 度 答 申 第 ７ 号 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ４ 日 

 

 

松戸市長 松戸 隆政  様 

 

 

松戸市情報公開審査会 

会 長  井 川 信 子  印 

 

 

 

公文書の一部開示決定に対する審査請求に係る諮問について（答申） 

 

 

令和５年２月１５日付け松街街第１１００号をもって諮問のあった公文書一

部開示決定（以下「本件処分」という。）に対する審査請求（以下「本件審査

請求」という。）について、別紙のとおり答申する。 

 

  



１ 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

松戸市長は、本件処分を取り消し、改めて開示決定等をすべきである。 

 

２ 本件審査請求までの経過 

⑴ 審査請求人は、令和４年８月８日付け公文書開示請求書により、「ＪＲ

東日本常磐線新松戸駅快速電車停車駅化について「常磐線新松戸駅改良に

伴う調査設計」の実施により作成した １ 松戸市が作成した新松戸駅の

図面 ２ ＪＲ東日本が作成した新松戸駅の図面」について、松戸市情報

公開条例（平成１３年松戸市条例第３０号。以下「条例」という。）第６

条第１項の規定により、本件公文書の開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）をした。 

⑵ 本件開示請求に対して、令和４年９月２９日付け公文書一部開示決定通

知書により、本件処分を行った。 

⑶ 審査請求人は、本件処分を不服として、令和４年１０月３日付け審査請

求書により、本件審査請求を行った。 

⑷ 審査請求人は、令和５年３月１３日付け反論書を提出した。 

⑸ 審査請求人は、令和５年３月１６日付け意見書を提出した。 

 

３ 本件審査請求の趣旨及び理由 

審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 本件審査請求の趣旨 

本件処分の取消しを求める。 

⑵ 本件審査請求の理由 

ア 開示しない理由が条例第７条第６号には、該当しない。 

イ 当該事業の実施に関しては、正式に決定がされていない段階であり、

非開示することにより、市民の信頼を失う信用失墜行為に該当する。 

むしろこれらの行為が、市民に混乱を招く恐れがあり、今後の適正な

事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

ウ イの根拠事例として、４０年以上前から今日に至る、松戸都市計画事

業新松戸駅東側地区土地区画整理事業が挙げられる。 

エ 黒塗りされた内容が、個人情報とは、推認出来ないので、守秘義務の

対象になりえない。 

オ 条例第１条の目的である「市民の理解と批判の下にある公正で民主的

な市政の推進に資する」ことに違反する行為である。 



２ 

 

４ 処分庁の説明 

処分庁の説明は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 本件の弁明の趣旨  

本件審査請求を棄却することを求める。 

⑵ 本件処分の理由 

ア 公文書の特定について 

本件公文書について、松戸市長は、１ 常磐線快速列車の新松戸駅停

車にかかる調査研究業務委託報告書（平成３１年３月）及び２ 常磐線

新松戸駅改良調査設計他報告書（２０２１年８月）を特定した。 

イ 非開示理由について 

松戸市及びＪＲ東日本が作成した新松戸駅の図面は、新松戸駅の快速

停車実現に向け、駅の構造等を調査するとともに快速ホーム設置の技術

的な検討、計画案の作成により描いた図面である。 

新松戸駅は、常磐線と武蔵野線の２路線が交差する乗り換え・乗り継

ぎ駅であり、利用客数は、県内上位に位置づいており、同駅への常磐線

快速列車の停車は、地域住民のみならず、市民及び新松戸駅利用者へ大

きく影響を及ぼすものと考えられる。また、本検討内容を公表すること

は、投機を助長するなど特定の者に不当に利益を与え、市民に混乱を生

じさせ、意図としない誤解を招く恐れがある。したがって、調査・検討

段階における情報の取扱いには慎重を期さなければならない。 

これらの情報を公にすることにより市民の間に混乱が生じ、市民等に

対し、意図しない誤解を招くことで、その公正かつ能率的な遂行を不当

に阻害する恐れがあることから、条例第７条第６号の当該事務又は事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

ものに該当する。 

 

５ 審査会の判断  

本件処分に対する審査会の判断は、次のとおりである。 

⑴ 非開示理由について 

処分庁は報告書（図面）について、条例第７条第６号柱書に該当するこ

とから非開示としている。条例第７条第６号柱書は、「その他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるもの」が非開示になると規定しているところ、本件においては、開示

することにより適正な遂行に支障を及ぼすおそれが認められるかが問題と

なる。 



３ 

「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」と

は、事務又は事業に関する情報を公にすることによる利益と公にすること

により生ずる支障とを比較衡量したうえ、公にすることの公益性を考慮し

ても、なお当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるこ

とをいう。そして、その比較衡量に際しては、事務事業情報にも対象とな

る市の機関等の事務事業ごとに様々なものがあり、また、当該情報の開示

による市民への影響等にも差があるため、市の機関等における適正な事務

事業遂行の確保の必要性等及び保護すべき市民の権利利益を害する相当の

蓋然性について、個別の事務事業事案に応じ、具体的かつ慎重に検討する

必要がある。そして、「支障」の程度は、名目的なものでは足りず、実質

的なものが要求され、また、「おそれ」の程度についても、単なる可能性

又は抽象的なものでは足りず、当該事業の適正な遂行に支障が生ずること

について、法的保護に値する蓋然性が認められなければならない。 

本件において開示の対象となっているのは、ＪＲ常磐線快速列車の新松

戸駅停車に係る調査研究業務の結果として作成された新松戸駅の図面であ

る。当審査会が処分庁に対して意見聴取を行ったところ、新松戸駅は常磐

線と武蔵野線が停車し、乗り換え・乗り継ぎ利用されていることから、新

松戸駅に快速列車が停車することに関する情報は、市民及び新松戸駅利用

者に対して大きな影響を与えるものであるが、本件調査はいまだ検討段階

のものであり、具体的な進展がみられていないことを考えると、未確定な

情報を開示することにより、情報が独り歩きし事実として誤認され、市民

や利用者に混乱を与える可能性があるのみならず、情報を得た一部の者が

快速列車停車による新松戸駅の利用客増加を見越した周辺地域への投機を

図り、不当な利益を得るおそれが認められると主張し、処分庁の主張には

合理性が認められる。とすると、本件においては、「当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるとした処分庁の判断には合理性

が認められ、条例第７条第６号柱書により非開示とした処分庁の判断は妥

当であると考える。 

⑵ 文書の特定について 

当審査会がインカメラ審理を実施したところ、左上に「完成」と記載さ

れている図面については、段階を踏んだ内容が記載されている他の図面が

あることが判明した。「完成」以前の段階における図面については未特定

であることから、処分庁はこれを特定し、改めて開示等を行うべきであ

る。 

 

６ 結論 



４ 

以上により、審査会としては、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 

  



５ 

別 紙 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 内  容 

令和 ５年 ２月１５日 諮問書の受理 

令和 ７年 ８月２０日 第１回審査会（諮問の報告・審議）  

令和 ７年１０月 ６日 第２回審査会（審議・意見陳述）  

令和 ７年１１月１３日 第３回審査会（審議・理由説明） 

令和 ７年１２月１０日 第４回審査会（審議） 

令和 ８年 １月１４日 第５回審査会（審議） 

 


